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建築物の各部分の高さは以下に定める値

以下とする。

・30 ｍ

・区画道路 1 号線沿いについては、当該部分

から前面道路の反対側の境界線までの真北

方向の水平距離が 10 ｍ以下の範囲にあっ

ては、当該水平距離に 0.5 を乗じた値に 4 

ｍを加えた値以下とし、当該真北方向の水

平距離が 10 ｍを越えて 20 ｍまでの範囲

にあっては当該水平距離から 10 ｍを減じ

た値に 0.6 を乗じた値に 11 ｍを加えた値

以下とする。

以下の建築物以外は建築してはならない。

・住宅および共同住宅で、1 住戸の専用部

　分の床面積が 30㎡以上のもの。

・老人ホーム、保育所、身体障害者福祉

　ホームその他これらに類するもの。

・老人福祉センター、児童厚生施設その他

　これらに類するもの。

・公益上必要な建築物。

・前各号の建築物に附属するもの。

以下の建築物は建築してはならない。

・住宅及び共同住宅で、1 住戸の専用部分の床面積

　が 30㎡未満のもの。

建 築 物 等 の

用 途 の 制 限

敷 地 面 積 の

最 低 限 度
125㎡以上 100㎡以上

壁 面 の 位 置 の

制 限
表1「壁面位置の制限」参照。

工作物の設置の

制 限

垣、さく、門、広告物、看板等は、計画図に示す壁面線 1 号，2 号，6 号線による後退部分に設置

してはならない。

建 築 物 等 の

高 さ の

最 高 限 度

20m 30 ｍ

ただし、この規

定の適用の際、現

に存する建築物又

は現に建築・修繕

もしくは模様替え

の工事中の建築物

が適合しない部分

を有する場合にお

いては、当該建築

物の部分に対して

は、当該規定は適

用しないものとす

る。

建築物等の形態

又 は 色 彩

そ の 他 の

意 匠 の 制 限

・ 建築物等の外壁、屋根等の意匠は、周囲の環境と調和したものとする。

・ 広告塔等の屋外広告物を設置する場合は、良好な景観、風致を損なわないものとする。

・ 大規模敷地における建築に際して、単調、長大な壁状の建築配置とならないよう工夫すること。

垣 又 は さ く の

構 造 の 制 限

道路に面して垣又はさくを設ける場合は、生垣又はフェンスに沿って緑化したものとする。また、

大規模敷地における建築に際しては、隣地境界線に面する部分に垣又はさくを設ける場合も、生垣又

はフェンスに沿って緑化したものとする。ただし、高さが 60cm 以下のものについてはこの限りでは

ない。
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用 途 地 域

容 積 率

建 ぺ い 率

高 度 地 区

防 火 指 定

日

影

規

制

規制さ

れる日

影時間

5m＜L≦10m

10m＜L

地 区 の 名 称

測 定 水 平 面

住宅地区A 住宅地区B 住宅地区C 住宅地区D

第1種低層

住居専用地域
第1種中高層住居専用地域

80% 150% 200%

40% 50% 60%

第1種

高度地区

16m

第2種

高度地区

19m

第2種高度地区

指定なし 準 防 火 地 域

3時間以上 3時間以上

2時間以上 2時間以上

1.5m 4m

●各地区の整備計画の概要●各地区の整備計画の概要



地区計画決定　平成18年３月10日　世田谷区告示第194号
地区街づくり計画決定　平成18年３月10日　世田谷区告示第198号

その他当該地区

の 整 備 ・ 開 発

及 び 保 全 に

関 す る 方 針

名 称

位 置

面 積

地 区 計 画 の

目 標

土 地 利 用 の

方 針

地 区 施 設 の

整 備 の 方 針

建 築 物 等 の

整 備 の 方 針

成城八丁目地区地区計画

世田谷区成城八丁目各地内

約10.1ha

本地区は、大規模敷地（敷地面積が3,000 ㎡以上のもの、以下「大規模敷地」と

いう）の開発及び土地利用の転換、住宅団地の建て替えの機会にあわせて、基盤整備

を進めつつ住環境を整備する。

低層住宅地と中層住宅地が共存する緑豊かで環境に配慮した街づくりを推進する。

当地区内を以下の四つに区分して定める。

住宅地区A ：緑豊かで良好な低層住宅地の住環境を保全、育成する。

住宅地区B ：隣接する低層住宅地の景観に配慮した中層住宅地として誘導する。

住宅地区C ：緑豊かな中層住宅地として誘導する。

住宅地区D ：緑豊かなオープンスペースを備えた中層住宅団地として計画的な建て替

えを誘導する。

以下の施設を整備する。

・東西、南北に通り抜ける区画道路により地区内の道路ネットワークの形成を図る。

・歩道状空地により道路ネットワークを補完する。

・住宅団地の建て替えに際しては、緑豊かな公園を整備する。

　緑豊かで良好な住宅地の住環境を保全、育成するため、建築物等の用途の制限、敷

地面積の最低限度、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限、垣又はさくの構造

の制限を定める。

　大規模敷地における中層建築物の圧迫感を軽減するため、壁面の位置の制限、工作

物の設置の制限、建築物等の高さの最高限度を定める。

　基盤整備を補完するため、歩道状空地にあわせて壁面の位置の制限を定める。

　建築基準法第59条の2（総合設計制度）は、本地区整備計画の建築物等に関する

事項を遵守するものとする。

　世田谷区みどりの基本条例（平成17 年3 月世田谷区条例第13 号）、世田谷区建

築物の建築に係る住環境の整備に関する条例（平成13年12月世田谷区条例第68号）

の基準により確保する緑地又は空地は歩道状空地を形成するように配置するものとす

る。
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壁面線１号

壁面線５号

壁面線４号

壁面線２号

壁面線６号

壁面線３号

住宅地区 Ａ住宅地区 Ａ

住宅地区 Ｂ住宅地区 Ｂ

住宅地区 Ｃ住宅地区 Ｃ
住宅地区 D住宅地区 D

この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺2,500分の1地形図を利用して作成したものである。
（承認番号）４都市基交著第124号、令和５年２月１４日　（承認番号）４都市基街都第272号、令和５年１月３１日
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区画道路５号

区画道路９号

区画道路２号

区画道路４号

区画道路１号

区画道路３号

区画道路６号

区画道路７号

区画道路８号

歩道状空地 2号

歩道状空地１号

区画道路11号

区画道路12号区画道路10号

この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺2,500分の1地形図を
利用して作成したものである。（承認番号）４都市基交著第124号、
令和５年２月１４日（承認番号）４都市基街都第272号、令和５年１月３１日
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